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  滋賀県立大学　環境科学部　環境社会計画専攻　卒業研究第2回中間発表会のご案内
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４回生担任　錦澤　滋雄

環境社会計画専攻４回生は、下記のように卒業研究第２回中間発表会を開催します。
関心がある方はどうぞご参加ください。

記

日時： ２００９年 ９月２４日（木） 10：40～
９月２５日（金） 10：40～

場所： Ａ２－２０１教室

９月２４日（木）

◆10：40～

1 小菅　昂洋 井手 ＷＴＰの分布を考慮した新たな環境リスク分析手法の提案

2 城本　哲志 井手 びわ湖会議におけるソーシャルネットワークの変遷が滋賀県の環境保全運動に及ぼした影響に関する研究

3 田中　稔久 井手 多様な主体をつなぐ戦略的架橋に関する研究―西の湖におけるまちづくりに向けた活動を事例として―

4 勝山　陽介 鵜飼 工場緑化の歴史的変遷からみる今後のあり方-～日本緑化センター「工場緑化推進全国大会」の受賞工場の分析から～

5 児玉　悠子 鵜飼 地元産品直売所の継続性の要因～近畿地方に立地する道の駅の直売所を対象として～

6 小牟禮　達也 鵜飼 環境共生型戸建住宅団地への入居世帯の特性～滋賀県近江八幡市小舟木エコ村を対象として～

7 高岡　絢美 鵜飼 「集落ステイ」モデルに関する一考察―大学生の居住要件を対象として―

8 井上　一宇 香川 郊外に立地した大学がその市町村の小売業に与える影響に関する研究

◆休憩

9 大西　直樹 香川 立地特徴と自治体別制度の違いから見るお買い物袋持参率の差異に関する研究～㈱平和堂を対象として～

10 相井　勇人 香川 駅周辺におけるポイ捨て状況の把握からみる条例制定による効力と防止策の研究

11 並木　仁美 香川 平成の大合併による家庭系一般廃棄物収集・処理サービスの変化についての研究

12 長谷川　数樹 香川 琵琶湖における外来魚問題と外来魚処理事業システムの検討

13 岡田　奈緒 金谷 廃プラスチック回収自治体におけるリサイクルルートの現状把握と比較

14 川﨑　奈那子 金谷 食品リサイクル法「登録再生利用事業者制度」における事業者の事業実施状況の把握及び再生利用事業を円滑に行うための提案

15 近藤　文 金谷 自治体における家庭ごみ分別早見表等の内容把握と比較―近畿地方を対象として―

16 坂本　進太郎 金谷 公共関与による産業廃棄物最終処分場における協定書等の内容とその実施監視体制に関する研究

17 立花　佳大 金谷 自治体による事業系一般廃棄物減量・リサイクル施策の実施実態と比較評価

18 丹野　明智 林 エコロジカルモビリティーの推進に関する研究

９月２５日（金）

◆10：40～

19 浅井　千穂 近藤 「遊林会」における場のマネジメントに関する研究

20 安食　陽子 近藤 住民意識に注目した街路景観における色彩の効果に関する研究

21 多賀　瑛 近藤 住民が生活の一部として交通を考え議論することを促すワークショップツールの作成とその効果検証―滋賀県高月町を対象として―

22 玉井　郁圭 近藤 着物着用者の日常生活における環境意識に関する研究

23 國松　博安 高橋 行政・市民団体・事業者間の協定に基づくレジ袋有料化の推進に関する研究

24 杉田　正樹 高橋 環境経営度調査ランキングと企業の組織文化との関係性に関する研究

25 中谷　舞花 高橋 銭湯の成功要因に関する研究―京都府京都市を対象として―

26 那須　健司 高橋 滋賀県内企業の環境格付け融資への意識に関する研究

◆休憩

27 岩見　麻子 井手 琵琶湖の将来像作成のための市民ワークショップにおける情報提供に関する研究

28 木村　秀和 錦澤 空港整備事業における代替案検討と事業アセスメントとの関係についての研究

29 木村　昌敬 錦澤 自治体の環境アセスメントと都市計画制度の関係～近畿地方を対象として～

30 西出　尚史 錦澤 滋賀県の日野川流域における地域用水導入プロセスの研究―近江八幡市小田町を事例として―

31 二田口　尚子 錦澤 道路事業計画の構想段階における市民参加（ＰＩ）に関する研究―横浜環状北西線を事例として―

32 二瓶　莉苗 錦澤 景観の環境影響評価の実施状況に関する研究

33 上田　亮 林 民生用電気機器部門における環境デリバリーパック導入のＣＯ2排出量の削減効果に関する研究

◆教員からの全体コメント
◆閉会
◇注意事項◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎一人につき発表５分、助言５分とする。
◎時間の経過は４分経過で一鈴、５分経過で二鈴として示す。
◎発表は要領よく行うこと。時間の超過は許されない。
◎次演者は次演者席に着席し、次々演者がタイムキーパーを務めること。
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